
本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸

大

橋

毅

顕

は
じ
め
に

近
年
、
領
主
財
政
や
大
名
貸
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
鴻

池
家⑴
や
三
井
家⑵
の
大
名
貸
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
大
名
と
館
入
お
よ
び
上
方
商

人
の
関
係⑶
、
中
小
両
替
商
の
大
名
貸⑷
、
江
戸
町
人
の
大
名
貸⑸
な
ど
の
視
角
か
ら
研

究
が
深
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
藩
財
政
の
観
点
か
ら
も
藩
の
財
政
機
構
、
藩
内

部
局
間
の
貸
借
、
特
別
会
計
の
資
産
化
な
ど
領
主
財
政
の
全
体
把
握
な
ど
、
領
主

財
政
窮
乏
論
の
再
考
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る⑹
。
ま
た
、
大
名
貸
研
究
と

関
連
し
て
、
幕
閣
譜
代
藩
の
資
金
調
達
に
つ
い
て
も
研
究
蓄
積
が
あ
る⑺
。

本
稿
は
、
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
を
分
析
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
前
田
家
へ
の
資
金
調
達
に
着
目
す
る
。
戸
谷
家（
中
屋
）

は
武
蔵
国
本
庄
に
居
を
構
え
た
商
家
で
あ
る
。
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
に
江

戸
室
町
に
出
店
を
設
け
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
は
江
戸
神
田
橋
御
門
外
三

河
町
に
も
出
店
（
神
田
橋
店
・
島
屋
）
を
設
け
、
両
替
屋
を
営
ん
だ
。
島
屋
吉
兵

衛
は
、
文
政
年
間
に
は
勘
定
所
で
、
新
吹
金
引
替
御
用
、
新
吹
銀
引
替
御
用
を
拝

命
し
た⑻
。

富
山
藩
の
藩
財
政
に
つ
い
て
は
、
『
富
山
県
史⑼
』
や
坂
井
誠
一⑽
に
よ
り
、
藩
の

成
立
当
初
よ
り
財
政
難
で
、
宗
家
加
賀
藩
お
よ
び
京
・
金
沢
・
富
山
・
飛
騨
の
商

人
か
ら
借
銀
を
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
富
山
藩
は
幕
府
よ

り
公
儀
御
普
請
御
手
伝
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
藩
財
政
は
さ
ら
に
悪
化
し

た
。
藩
の
財
政
政
策
と
し
て
は
、
家
臣
団
の
俸
禄
削
減
や
倹
約
、
人
別
銭
の
徴
収
、

銀
札
発
行
、
国
産
振
興
な
ど
を
実
施
し
た
。

七
日
市
藩
の
藩
財
政
に
つ
い
て
は
、
『
群
馬
県
史⑾
』
や
『
富
岡
史⑿
』
に
よ
り
、

年
貢
米
・
年
貢
金
で
賄
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
元
禄
年
間
に
四
代
藩
主
利
慶
が
下

総
国
古
河
城
（
茨
城
県
古
河
市
）
の
警
備
を
す
る
在
番
役
の
時
に
、
江
戸
商
人
か

ら
借
用
し
た
六
〇
〇
両
が
返
済
不
能
と
な
っ
た
た
め
、
加
賀
藩
が
返
済
を
肩
代
わ

り
し
、
加
賀
藩
に
年
賦
返
済
計
画
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
駿
河
城

の
勤
番
、
大
坂
加
番
、
江
戸
屋
敷
の
火
災
、
天
明
期
の
浅
間
山
の
噴
火
な
ど
、
加

賀
藩
か
ら
た
び
た
び
資
金
援
助
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
加
賀
藩
か
ら
の
援
助
以

外
に
も
、
嶋
屋
（
戸
谷
家
）
や
白
石
栄
三
郎
、
鈴
木
十
兵
衛
ら
の
商
人
か
ら
借
銀

を
行
っ
て
い
た⒀
。

筆
者
は
前
稿
で
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
、
小
城
藩
鍋
島
家
へ
の
大
名
貸
に
つ

い
て
分
析
し
て
お
り
、
文
化
年
間
に
戸
谷
家
か
ら
の
貸
借
関
係
が
始
ま
り
、
証
文

を
書
き
替
え
な
が
ら
貸
借
関
係
が
継
続
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た⒁
。

本
稿
の
課
題
と
し
て
は
、
以
下
の
二
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
①
戸
谷
家
の
富

山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
貸
付
を
押
さ
え
る
こ
と
、
②
戸
谷
家
と
前
田
家
の

借
用
に
関
す
る
交
渉
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
扱
う
時
期
は
文
化
・
文

政
期
か
ら
天
保
期
を
中
心
と
す
る
。

本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

一
七



図1 富山藩・七日市藩前田家系図

（注）『新訂寛政重修諸家譜』第17巻（続群書類従完成会、1965年）、『藩史大事典』第3巻、中部編Ⅰ（雄山閣、1989年）より作成。
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一

富
山
藩
前
田
家
の
財
政
状
況

（
1
）
富
山
藩
前
田
家
の
概
要

富
山
藩
は
、
越
中
国
（
富
山
県
）
富
山
に
藩
庁
を
置
い
た
藩
で
あ
る
。
初
代
の

前
田
利
次
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
加
賀
藩
主
前
田
利
常
の
二
男
と
し
て

生
ま
れ
た⒂
。
母
は
将
軍
徳
川
秀
忠
の
娘
で
あ
る
。
利
次
は
、
同
七
年
に
江
戸
に
出

て
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
元
服
し
、
従
四
位
下
侍
従
に
任
じ
ら
れ
松
平
淡

路
守
と
称
し
た
。

加
賀
藩
主
前
田
利
常
は
、
幕
府
に
自
身
の
隠
退
と
、
富
山
・
大
聖
寺
に
分
封
し

て
藩
を
創
立
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
た
が
、
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
に
幕

府
か
ら
許
可
が
出
た
。
そ
の
た
め
、
利
常
は
、
長
子
光
高
に
加
賀
藩
を
継
が
せ
、

二
男
利
次
に
富
山
藩
、
三
男
利
治
に
大
聖
寺
藩
を
新
た
に
立
藩
さ
せ
た
。
富
山
藩

の
領
地
は
、
越
中
国
婦
負
郡
内
に
六
万
石
、
新
川
郡
内
に
二
万
石
、
加
賀
国
能
見

郡
内
に
二
万
石
を
領
有
し
、
合
計
一
〇
万
石
で
あ
っ
た
。
富
山
藩
は
、
は
じ
め
は

領
地
が
分
散
し
て
い
た
が
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
は
、
加
賀
藩
に
願
い
出

て
い
た
領
替
え
が
許
さ
れ
、
婦
負
郡
一
円
百
八
十
か
村
・
六
万
二
八
五
一
石
と
、

新
川
郡
の
う
ち
富
山
町
近
郷
の
七
十
三
か
村
・
三
万
七
一
四
九
石
に
ま
と
め
ら
れ
、

一
〇
万
石
の
領
地
が
確
定
し
た
。
利
次
は
入
国
後
、
本
藩
に
倣
う
法
令
整
備
を
進

め
、
ま
た
農
政
も
加
賀
藩
改
作
法
に
準
じ
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
領
内
一

斉
に
村
御
印
を
交
付
し
た⒃
。

本
稿
で
主
に
取
り
扱
う
の
は
、
九
代
以
降
の
前
田
利
幹
・
利
保
・
利
友
・
利

声
・
利
同
で
あ
る
（
図
1
参
照
）。
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
は
藩
校
広
徳
館

を
開
い
た⒄
。

備考
加賀藩主前田利常二男

大聖寺藩主前田利道八男

加賀藩主前田斉泰九男

藩主就任・退任日
20
7
4
19
6
18
18
20
13
4
11
8
8
7
29
26
12
19
19
20
20
20
12
22
22
14

6
7
9
4
6
7
7
12
2
9
11
11
11
8
9
8
10
10
10
10
10
12
2
11
11
7

（1639）
（1674）
（1674）
（1706）
（1706）
（1724）
（1724）
（1744）
（1745）
（1762）
（1762）
（1777）
（1777）
（1787）
（1787）
（1801）
（1801）
（1835）
（1835）
（1846）
（1846）
（1853）
（1854）
（1859）
（1859）
（1871）

寛永16
延宝2
延宝2
宝永3
宝永3
享保9
享保9
延享1
延享2
宝暦12
宝暦12
安永6
安永6
天明7
天明7
享和1
享和1
天保6
天保6
弘化3
弘化3
嘉永6
安政1
安政6
安政6
明治4

生没年
29
7
2
19
27
19
11
20
11
4
19
22
16
7
22
26
28
20
28
18
1
20
17
16
27
23

4
7
8
4
5
5
11
12
12
9
10
8
3
8
12
8
11
7
2
8
2
12
2
2
6
12

（1617）
（1674）
（1649）
（1706）
（1678）
（1733）
（1690）
（1744）
（1729）
（1762）
（1737）
（1794）
（1761）
（1787）
（1767）
（1801）
（1771）
（1836）
（1800）
（1859）
（1834）
（1853）
（1835）
（1904）
（1856）
（1921）

元和3
延宝2
慶安2
宝永3
延宝6
享保18
元禄3
延享1
享保14
宝暦12
元文2
寛政6
宝暦11
天明7
明和4
享和1
明和8
天保7
寛政12
安政6
天保5
嘉永6
天保6
明治37
安政3
大正10

当主
前田利次
（としつぐ）
前田正甫
（まさとし）
前田利興
（としおき）
前田利隆
（としたか）
前田利幸
（としゆき）
前田利与
（なおかず）
前田利久
（としひさ）
前田利謙
（としのり）
前田利幹
（としつよ）
前田利保
（としやす）
前田利友
（としとも）
前田利声
（としかた）
前田利同
（としあつ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

表1 富山藩前田家当主一覧

（注）『新訂寛政重修諸家譜』第17巻（続群書類従完成会、1965年）、『藩史大事典』第3巻中部編Ⅰ（雄山閣、1989年）より作成。

本
庄
宿
戸
谷
家
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山
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市
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（
2
）
富
山
藩
の
財
政
状
況

富
山
藩
の
財
政
は
、
火
災
・
水
害
・
家
臣
団
の
過
多
な
ど
が
関
係
し
、
藩
政
初

期
か
ら
財
政
難
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
は
、
京
都
・

加
賀
・
富
山
藩
領
内
で
の
借
財
は
四
八
〇
〇
貫
目
に
達
し
て
お
り
、
同
年
よ
り
家

中
か
ら
の
借
知
が
は
じ
ま
っ
た
。
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
は
、
銀
札
を
発

行
し
、
農
村
に
上
納
米
、
町
方
に
御
用
金
を
課
し
た
。

ま
た
、
幕
府
よ
り
命
じ
ら
れ
た
公
儀
御
普
請
御
手
伝
も
藩
財
政
に
と
っ
て
大
き

な
負
担
で
あ
っ
た
。
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
に
命
じ
ら
れ
た
日
光
山
霊
屋
・

奥
院
の
修
復
手
伝
は
、
こ
れ
に
要
す
る
負
担
は
金
一
一
万
両
に
の
ぼ
る
見
込
み
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
宗
家
加
賀
藩
に
五
万
両
の
借
用
を
申
し
込
む
と
と
も
に
、

家
臣
団
の
俸
禄
は
全
借
知
、
蔵
米
売
却
を
依
頼
し
て
い
る
大
坂
へ
借
用
を
申
し
込

ん
だ
が
、
資
金
調
達
の
見
込
み
は
立
た
な
か
っ
た
。
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に

人
別
銭
、
町
方
に
上
納
銀
、
郡
方
に
上
納
米
を
課
し
た
。

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
は
、
幕
府
老
中
よ
り
甲
州
川
々
御
普
請
手
伝
を
命

じ
ら
れ
た
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
は
、
江
戸
城
西
丸
大
御
奥
向
修
復
普
請

手
伝
を
命
じ
ら
れ
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
お
よ
び
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）

に
は
、
関
東
筋
川
々
御
普
請
手
伝
を
命
じ
ら
れ
た⒅
。

藩
は
、
流
通
す
る
貨
幣
量
を
補
充
す
る
目
的
で
町
人
な
ど
に
請
け
負
わ
せ
る
預

か
り
手
形
の
発
行
を
始
め
た
。
こ
の
手
形
の
信
用
は
低
く
、
銭
札
と
と
も
に
正
貨

へ
の
引
替
え
が
殺
到
す
れ
ば
恐
慌
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
藩
は
文
政

二
年
に
町
方
に
対
し
て
銭
札
二
〇
万
貫
を
申
し
付
け
た⒆
。

文
政
年
間
に
は
、
戸
谷
家
と
富
山
藩
前
田
家
の
貸
借
関
係
が
確
認
で
き
る
。
戸

谷
家
は
、
前
田
家
に
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
金
六
〇
〇
両
を
貸
し
出
し
た
。

同
一
一
年
に
は
、
前
田
利
幹
の
息
女
鋭
子
と
佐
竹
右
京
大
夫
義
厚⒇
と
の
婚
礼
の
た

め
に
金
五
八
〇
〇
両
余
、
同
九
年
か
ら
天
保
一
〇
年
ま
で
勝
手
向
と
し
て
金
九
八

〇
〇
両
と
普
請
向
と
し
て
金
四
万
五
〇
〇
両
を
貸
し
出
し
て
い
る21
。

史
料
1
は
、
富
山
藩
主
の
松
平
出
雲
守
利
保
が
戸
谷
半
兵
衛
に
宛
て
た
直
書
で

あ
る
。

﹇
史
料
122
﹈

我
等
勝
手
向
江
、
先
年
過
分
之
用
立
金
等
有
之
候
處
、
今
度
格
別
被
存
入
厚
勘
弁

之
預
取
扱
候
段
、
永
々
満
足
之
至
候
、
猶
委
曲
者
近
藤
大
炊
可
申
出
此
之

九
月
廿
七
日

松
出
雲利

保
（
花
押
）

戸
谷
半
兵
衛
殿

包
紙
に
は
「
文
政
六
未
年
九
月
」
と
あ
り
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
作
成
と

推
定
さ
れ
る
。
前
田
利
保
が
戸
谷
半
兵
衛
に
対
し
て
、
以
前
か
ら
藩
の
財
政
に
過

分
の
用
立
金
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
度
格
別
の
心
配
を
し
て
も
ら

い
満
足
し
て
い
る
と
謝
意
を
述
べ
て
い
る
。
「
戸
谷
家
文
書
」
よ
り
、
文
政
八
年

に
金
六
〇
〇
両
を
貸
し
出
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
以
前
の
貸
し

出
し
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
戸
谷
家
は
文
政
八
年
以
前
か
ら
富

山
藩
へ
資
金
調
達
を
し
て
い
て
、
藩
の
財
政
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
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二

天
保
期
の
資
金
調
達
と
前
田
家
の
返
済
状
況

（
1
）
天
保
期
の
財
政
状
況

富
山
藩
で
は
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
か
ら
同
三
年
ま
で
連
続
し
た
不
作
と
な

り
、
同
四
年
に
は
全
国
的
な
大
凶
作
、
同
二
年
に
は
富
山
城
下
の
大
火
が
あ
り
被

害
に
あ
っ
た
。
藩
は
幕
府
に
願
っ
て
金
五
〇
〇
〇
両
を
借
用
す
る
な
ど
、
藩
財
政

は
困
窮
し
て
い
た23
。

天
保
八
年
に
は
、
城
内
の
一
角
に
産
物
方
役
所
を
設
置
し
、
陶
器
、
漆
器
、
織

物
、
和
紙
、
丸
薬
の
生
産
に
力
を
注
ぎ
、
甘
蔗
や
漆
、
茶
、
薬
草
な
ど
の
商
品
作

物
の
栽
培
を
奨
励
し
た
。

財
政
面
で
は
、
天
保
九
年
に
財
政
改
革
の
成
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
た
め
、
家

老
の
近
藤
丹
後
ら
を
処
罰
し
、
飢
饉
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
郡
方
に
対
し
て
二

千
石
の
上
納
を
五
年
間
命
じ
た
。
翌
十
年
に
は
、
火
災
で
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の

丸
の
普
請
手
伝
金
二
万
五
〇
〇
〇
両
を
幕
府
か
ら
課
さ
れ
、
町
方
と
郡
方
へ
米
・

金
の
上
納
を
命
じ
た
。
そ
の
た
め
、
天
保
一
二
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
利
保
の
参

勤
は
免
除
さ
れ
た
。
同
一
四
年
以
降
は
制
度
改
革
を
行
い
、
町
人
や
百
姓
か
ら
武

士
に
な
っ
た
者
を
元
の
身
分
に
も
ど
し
た
。
さ
ら
に
、
家
中
に
は
最
低
三
か
年
の

半
知
借
上
を
命
じ
、
町
方
か
ら
も
軒
別
上
納
金
を
課
し
た
。
前
年
一
三
年
の
奢
侈

品
の
禁
止
に
続
き
、
家
宅
の
建
築
や
装
飾
に
つ
い
て
も
制
限
を
設
け
、
同
一
五
年

に
は
花
火
を
禁
止
し
た24
。

﹇
史
料
225
﹈

借
用
申
金
子
之
事

一
金
三㊞拾
両
也

右
者
、
無
據
就
要
用
借
用
申
処
実
正
也
、
然
上
返
済
之
儀
者
、
来
卯
三
月
廿
日
限
、

金
弐
拾
五
両
ニ
付
壱
歩
之
加
利
足
、
元
利
無
相
違
可
致
返
済
候
、
為
後
證
仍
如
件

天
保
十
三
寅
年
十
一
月

松
平
出
雲
守
内

荒
山
浅
之
助
㊞

戸
谷
半
次
郎
殿

史
料
2
は
、
天
保
一
三
年
に
前
田
家
家
臣
の
荒
山
浅
之
助
が
戸
谷
半
次
郎
よ
り

金
三
〇
両
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
返
済
は
翌
年
三
月
二
〇
日
ま
で
に
、
金
二

五
両
に
一
分
の
利
息
を
加
え
て
元
利
と
も
必
ず
返
済
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
同
年
一
二
月
に
は
、
前
田
家
家
臣
の
山
田
内
蔵
助
が
金
五
〇
両
を
借
用
し
て

い
る26
。
こ
の
よ
う
に
、
家
臣
を
通
じ
た
数
十
両
単
位
の
借
用
が
確
認
で
き
る
。

﹇
史
料
327
﹈

覚

一
金
百（
㊞
抹
消
）
五
拾
両
也

右
者
、
当
丑
年
御
会
釈
米
代
金
御
操
替
御
渡
被
下
、
慥
奉（
㊞
抹
消
）
請
取
候
、
追
而
御
直
段

御
治
定
之
節
差
引
勘
定
相
立
可
申
上
候
、
以
上

天
保
十
二
丑
年
十
二
月
廿
八
日

富
山
様

嶋
屋

御
会
所

半
兵
衛
㊞
（
抹
消
）

史
料
3
は
、
天
保
一
二
年
に
嶋
屋
が
富
山
藩
御
会
所
か
ら
金
一
五
〇
両
を
受
け

取
っ
た
内
容
で
あ
る
。
御
会
釈
米
は
、
一
般
的
に
は
救
済
目
的
の
割
り
戻
し
米
、

ま
た
は
放
出
米
の
こ
と
を
指
す
。
富
山
藩
が
御
会
釈
米
を
渡
し
て
、
米
相
場
で
米

価
が
定
ま
っ
た
ら
、
返
済
分
と
し
て
勘
定
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
印
が
抹
消

本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

二
一



さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勘
定
が
済
ん
だ
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

戸
谷
家
以
外
の
商
人
で
は
、
加
賀
藩
の
豪
商
木
谷
藤
右
衛
門
が
富
山
藩
に
貸
し

付
け
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
木
谷
家
は
、
文
化
末
頃
に
富
山
藩
へ
の
貸
し
付
け

が
滞
り
経
営
が
苦
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
富
山
藩
よ
り
、
文
化
一
四
年
に
五
二

〇
貫
目
余
の
滞
納
銀
の
代
わ
り
に
毎
年
会
釈
米
一
〇
〇
俵
と
二
〇
人
扶
持
を
支
給

す
る
こ
と
申
し
渡
さ
れ
、
貸
し
付
け
の
返
済
が
行
わ
れ
な
か
っ
た28
。

﹇
史
料
429
﹈

覚

一
金
百（
㊞
抹
消
）
四
拾
両
弐
朱
、
三
匁
九
分
八
厘

右
者
御
会
釈
米
代
金
、
去
卯
年
分
慥
奉
請
取
候
、
以
上

天
保
十
五
辰
年
三
月
四
日

富
山
様

嶋
屋

御
会
所

半
兵
衛
㊞
（
抹
消
）

史
料
4
は
、
天
保
一
五
年
に
島
屋
が
富
山
会
所
よ
り
会
釈
米
代
金
と
し
て
金
一

四
〇
両
二
分
と
銀
三
匁
九
分
八
厘
を
受
け
取
っ
た
旨
の
証
文
で
あ
る
。
史
料
は
島

屋
か
ら
富
山
藩
会
所
に
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
返
済
分
の
勘
定
が
済
ん
だ

た
め
、
島
屋
半
兵
衛
の
㊞
部
分
を
抹
消
し
て
、
島
屋
へ
証
文
を
返
却
し
た
こ
と
が

分
か
る
。

（
2
）
紀
州
熊
野
三
山
御
用
金

熊
野
三
山
貸
附
金
は
、
享
保
二
一
年
（
一
七
三
六
）
に
将
軍
徳
川
吉
宗
が
熊
野

三
山
の
修
理
費
と
し
て
二
千
両
を
寄
付
し
た
と
こ
と
に
始
ま
る
。
三
山
造
営
に
名

を
借
り
た
藩
営
の
金
融
業
の
元
手
と
な
っ
た
。
幕
府
の
許
可
を
得
て
大
名
や
社
寺

に
大
規
模
な
貸
し
付
け
を
行
っ
た
。
文
政
一
一
年
に
は
江
戸
藩
邸
に
三
山
貸
付
所

が
設
立
さ
れ
た30
。

﹇
史
料
531
﹈

入
置
申
一
札
之
事

檀
那
勝
手
向
就
要
用
、
此
度
紀
州
熊
野
三
山
御
用
途
金
弐
千
両
致
借
用
候
積
ニ
及

約
定
候
處
、
当
屋
敷
江
立
入
町
人
引
請
無
之
候
而
者
、
御
貸
附
不
相
成
候
旨
ニ
而

俄
指
支
、
依
之
不
得
止
事
、
貴
殿
江
引
請
印
之
儀
、
及
御
頼
談
候
之
處
、
速
ニ
御

承
知
仕
事
忝
存
候
、
然
ル
上
者
右
之
金
子
期
月
無
相
違
屋
敷
方
よ
り
及

返
済
、
貴
殿
江
少
茂
御
難
題
相
遣
申
間
敷
候
、
為
後
証
入
置
申
一
札
、
仍
而
如
件

天
保
十
亥
年
九
月

松
平
出
雲
守
内

岸
九
郎
左
衞
門
㊞

富
田
助
作
㊞

嶋
屋
半
兵
衛
殿

前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
以
上

藤
懸
茂
理
輔
㊞

永
井
宗
左
衞
門
㊞

史
料
5
は
、
天
保
一
〇
年
に
前
田
家
家
臣
の
岸
九
郎
左
衛
門
と
富
田
助
作
の
二

名
が
嶋
屋
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
藩
財
政
が
入
用
に
な
っ
た
た
め
、
紀
州
熊
野

三
山
の
御
用
途
金
二
〇
〇
〇
両
を
借
用
す
る
つ
も
り
で
約
束
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

富
山
藩
屋
敷
に
出
入
り
を
す
る
町
人
が
引
き
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
貸
し
付
け
を

し
て
も
ら
え
な
く
な
り
差
し
支
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
仕
方
が
な

二
二
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い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
島
屋
へ
引
き
受
け
に
つ
い
て
相
談
し
て
承
知
し
て
も

ら
っ
た
。
金
二
〇
〇
〇
両
は
、
期
限
の
月
に
間
違
い
な
く
富
山
藩
屋
敷
か
ら
返
済

を
し
て
、
島
屋
へ
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
し
て
い
る
。

﹇
史
料
632
﹈

（
包
紙
）「
一
札
」

指
上
申
一
札
之
事

松
平
出
雲
守
様
／
御
公
務
并
其
外
御
入
用
ニ
付
、
熊
野
三
山
御
寄
附
金
千
八
百
両
、

一
ヶ
月
弐
拾
五
両
ニ
付
壱
歩
宛
之
利
足
、
當
六
月
廿
日
御
本
紙
證
文
之
通
、
御
拝

借
被
成
候
、
万
一
相
滞
候
ハ
ヽ
私
引
請
御
日
限
無
相
違
上
納
仕
候
、
為
後
日
依
而

如
件天

保
十
四
卯
年
正
月

室
町
壱
丁
目

島
屋
半
兵
衛
㊞
（
抹
消
）

紀
州
様

御
貸
附
方

御
役
所

史
料
6
は
、
天
保
一
四
年
に
島
屋
か
ら
紀
州
徳
川
家
の
御
貸
付
方
御
役
所
へ
出

し
た
証
文
で
あ
る
。
前
田
出
雲
守
利
保
は
公
務
お
よ
び
そ
の
他
に
お
い
て
入
用
と

な
っ
た
た
め
、
熊
野
三
山
寄
付
金
よ
り
一
八
〇
〇
両
を
一
か
月
に
二
五
両
に
一
分

の
利
息
で
借
用
し
た
。
戸
谷
家
に
証
文
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
返
済
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
積
金
講

前
田
家
は
、
戸
谷
家
に
預
け
て
い
る
金
を
積
み
立
て
、
講
積
金
と
し
て
借
用
し

て
い
た
。

﹇
史
料
733
﹈

（
包
紙
）「
證
文

壹
通

積
金
講
」

覚

一
五
百
七
拾
五
両
弐
朱

壱
匁
七
分
七
厘

右
者
、
其
店
江
御
預
り
有
之
候
講
積
金
元
利
〆
高
、
前
書
之
通
当
役
所
江
借
用
申

所
実
正
也
、
然
上
者
一
ヶ
月
金
弐
拾
五
両
付
壱
歩
宛
之
勘
定
を
以
、
毎
會
利
分
指

立
、
元
金
之
儀
者
、
辰
三
月
満
會
之
節
残
り
八
會
分
与
取
揃
及
返
済
、
惣
連
中
江

之
割
戻
金
聊
指
支
無
之
様
可
致
候
、
為
其
仍
而
如
件

天
保
十
三
寅
年
十
二
月

松
平
出
雲
守
内

松
岡
次
郎
兵
衛
㊞

荒
山
弥
之
助
㊞

富
田
助
作
㊞

戸
谷
半
兵
衛
殿

御
店
支
配
人
中

史
料
7
は
、
天
保
一
三
年
に
前
田
家
家
臣
の
松
岡
・
荒
山
・
富
田
の
三
名
が
戸

谷
半
兵
衛
店
の
支
配
人
に
宛
て
た
証
文
で
あ
る
。
金
五
七
五
両
二
朱
と
銀
一
匁
七

分
七
厘
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
半
兵
衛
店
へ
預
け
て
い
る
講
積
金
の
元
利
合
計
は
、

富
山
藩
役
所
で
借
用
し
て
い
る
。
一
か
月
に
金
二
五
両
に
一
分
の
勘
定
を
し
て
毎

本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

二
三



回
利
息
と
し
、
元
金
は
三
月
の
満
会
時
に
残
り
八
回
分
を
取
り
揃
え
て
返
済
を
す

る
。
講
の
構
成
員
に
は
割
戻
金
を
差
し
支
え
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。表

2
は
、
富
山
藩
前
田
家
の
戸
谷
家
へ
の
返
済
額
で
あ
る
。
干
支
の
み
で
年
代

は
不
明
で
あ
る
。
数
百
両
か
ら
一
〇
〇
〇
両
程
度
の
元
金
と
数
十
両
の
利
息
を
返

済
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

表
3
は
、
戸
谷
家
の
富
山
藩
前
田
家
へ
の
貸
出
高
・
返
済
請
取
高
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
貸
出
高
は
、
元
金
が
三
万
八
〇
〇
〇
両
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
、

一
万
八
〇
〇
〇
両
は
天
保
八
年
に
上
ヶ
切
（
借
金
の
棒
引
き
）
と
し
、
残
り
の
二

万
両
は
新
規
証
文
に
書
き
替
え
を
し
て

い
る
。

元
金
返
済
に
つ
い
て
は
、
天
保
八
年

に
三
〇
〇
〇
両
の
返
済
を
し
、
同
一
二

年
に
一
五
〇
〇
両
、
同
一
三
年
に
三
〇

〇
〇
両
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
嘉

永
元
年
に
三
〇
〇
両
、
同
二
年
に
二
〇

〇
両
、
同
三
年
に
二
〇
〇
両
を
返
済
し

て
い
る
。
証
文
書
き
替
え
直
後
は
、
一

〇
〇
〇
両
単
位
で
返
済
を
し
て
い
た
が
、

徐
々
に
元
金
返
済
額
が
減
っ
て
き
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
利
息
に
つ

い
て
は
、
天
保
八
〜
一
〇
年
に
五
四
〇

両
ず
つ
返
済
し
て
い
る
。
同
一
二
年
は
、

一
年
に
二
回
返
済
を
し
て
お
り
、
一
〇

内容
金1，000両のうち
金1，000両のうち
元金1，000両、3か月分利足

元金1，200両の利足
金500両のうち

金額
700両
300両
30両

1，200両
12両
300両
1，000両
3，542両

日付
7月27日
7月29日
7月29日
12月22日
12月24日
8月20日
10月19日
合計

干支
丑
丑
丑
丑
丑
亥
亥

内訳

天保8年中上ヶ金
天保8年新規証文に書替
天保8年請取
天保12年請取
天保13年請取
嘉永元年請取
嘉永2年請取
嘉永3年請取

天保8年利足請取
天保9年利足請取
天保10年利足請取
天保12年利足請取（540両＋525両）

伊奈友之助様御預り御用金之分
山本大膳様右同断
吉川栄左衛門様右同断
松平越中守様御預所右同断
寺西蔵太様右同断
大草太郎左衛門様右同断
松平丹波守様御預所右同断
田口五郎右衛門様御預所右同断

1，300両
1，400両
1，000両
3，300両
1，900両
1，500両
2，000両
800両

金額
38，000両
△18，000両
20，000両
△3，000両
△1，500両
△3，000両
△300両
△200両
△200両
△8，200両
11，800両
△540両
△540両
△540両
△1，065両
△2，685両

13，200両

内容
貸出高（元金）

小計

元金返済高

小計
残高

利足返済高

小計

代官御預ヶ御用金
から振替貸出

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

表3 戸谷家の富山藩前田家への貸出高・請取高

（注）「松平出雲守様・立花左近将監様・鍋島紀伊守様・水野越前守様・松平和泉守様御用立金仕訳書上扣」（戸谷家文
書132）、「三屋敷江御用立金取調書上下書」（戸谷家文書574）などより作成。

表2 富山藩前田家の戸谷家への返済額

（注）「［利金等金子請取覚綴］」（戸谷家文書1767）、「覚（金300両請取ニ付）」（戸
谷家文書1771）などより作成。
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六
五
両
返
済
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
年
分
の
利
息
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
嘉
永

年
間
に
は
利
息
の
支
払
い
は
滞
っ
て
い
る
。
元
金
と
利
息
返
済
は
、
年
々
返
済
す

る
こ
と
や
返
済
額
も
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
に
は
、
伊
奈
友

之
助
を
は
じ
め
と
し
た
代
官
を
通
し
て
御
用
金
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
そ
の
額
は

金
一
万
三
二
〇
〇
両
で
あ
っ
た
。

﹇
史
料
834
﹈

覚

一
金
四
万
五
百
両
也

右
者
／
冨
山
様
御
普
請
ニ
付
、
去
ル
酉
十
二
月
ゟ
當
亥
七
月
十
四
日
迄
出
金
ニ
有

之
候
内
取
引
〆
月
壱
割
利
足
書
扣
、
店
勘
定
帳
合
可
被
致
候
以
上

亥
七
月
廿
三
日

弥
右
衛
門
㊞

和
平
殿

政
蔵
殿

史
料
8
は
、
富
山
藩
が
普
請
を
す
る
た
め
、
戸
谷
家
が
酉
十
二
月
よ
り
亥
七
月

ま
で
金
四
万
五
〇
〇
両
を
出
金
し
た
。
月
一
割
の
利
息
書
の
控
え
が
あ
り
、
勘
定

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三

七
日
市
藩
前
田
家
の
財
政
状
況

（
1
）
七
日
市
藩
前
田
家
の
概
要

七
日
市
藩
は
上
野
国
七
日
市
（
群
馬
県
富
岡
市
）
に
陣
屋
を
置
い
た
藩
で
あ
る
。

初
代
の
前
田
利
孝
は
、
加
賀
藩
主
前
田
利
家
の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
た35
。
そ
の
後
、

利
孝
は
、
前
田
家
の
証
人
と
し
て
母
芳
春
院
と
と
も
に
江
戸
詰
め
の
暮
ら
し
を
強

い
ら
れ
た
が
、
大
坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
で
戦
功
を
挙
げ
、
元
和
二
年（
一
六
一
六
）

に
上
野
国
甘
楽
郡
内
に
一
万
石
の
領
地
を
拝
領
し
た
。
城
郭
の
建
設
や
保
有
が
公

的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
無
城
格
で
あ
り
、
陣
屋
を
七
日
市
に
置
い
た36
。

七
日
市
藩
陣
屋
は
藩
邸
を
中
心
と
し
て
南
北
三
〇
〇
ｍ
、
東
西
四
〇
〇
ｍ
ほ
ど

の
敷
地
で
、
現
在
、
陣
屋
の
跡
地
は
群
馬
県
立
富
岡
高
等
学
校
敷
地
と
な
り
、
江

戸
期
の
遺
構
と
し
て
藩
邸
の
正
殿
の
正
面
玄
関
か
ら
書
院
に
あ
た
る
建
物
一
棟
お

よ
び
中
門
一
棟
が
現
存
し
て
い
る37
。

藩
主
は
、
利
孝
以
降
、
利
意
・
利
広
・
利
慶
・
利
英
・
利
理
・
利
尚
・
利
見
・

利
以
・
利
和
・
利
豁
と
一
一
代
続
い
て
明
治
維
新
を
迎
え
、
明
治
二
年
（
一
八
六

九
）
に
利
昭
が
家
督
を
継
い
で
廃
藩
置
県
を
迎
え
た38
。

七
日
市
藩
の
財
政
政
策
と
し
て
は
、
諸
経
費
の
削
減
お
よ
び
家
臣
団
の
上
米
に

よ
る
人
件
費
の
削
減
で
支
出
の
縮
小
を
図
っ
て
い
た
。
ま
た
、
宗
家
加
賀
藩
か
ら

の
援
助
に
も
頼
っ
て
い
た
。

文
化
一
三
年
に
は
、
名
主
・
年
寄
等
を
生
育
講
に
加
入
さ
せ
、
金
六
四
三
両
を

集
め
て
出
産
・
養
育
・
貧
窮
者
の
措
置
、
非
常
時
の
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
し
、

民
生
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
て
、
年
貢
の
減
収
を
防
ぎ
、
財
政
の
立
て
直
し
を
図

ろ
う
と
し
た39
。

本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

二
五



（
2
）
文
政
期
に
お
け
る
資
金
調
達

戸
谷
家
の
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
資
金
調
達
は
、
文
政
年
間
か
ら
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

﹇
史
料
940
﹈

借
用
金
返
済
規
定
之
事

一
金
百㊞

両
也

通
用
金
也

右
之
金
子
、
先
年
領
主
用
借
用
申
所
実
正
也
、
然
ル
處
、
當
寅
年
ゟ
拾
箇
年
ニ
返

済
申
度
致
御
示
談
候
處
、
御
承
知
被
下
致
安
心
候
、
然
ル
上
者
無
利
足
ニ
而
、
金

拾㊞

両
宛
年
々
無
相
違
返
済
可
申
候
、
縦
如
何
様
之
儀
有
之
候
共
違㊞

変
申
間
敷
候
、

依
而
規
定
書
如
件

前
田
大
和
守
内

文
政
元
年
寅
十
一
月

斎
藤
杢
之
進
㊞

新
井
多
久
平
㊞

古
館
柱
造
㊞

本
庄
宿森

田
市
郎
左
衞
門
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
仍
致
奥
印
候

保
坂
茂
左
衞
門
㊞

史
料
9
は
、
文
政
元
年
に
前
田
大
和
守
家
臣
の
斎
藤
・
新
井
・
古
館
の
三
名
が

本
庄
宿
の
森
田
市
郎
左
衛
門
に
宛
て
た
証
文
で
あ
る
。
金
一
〇
〇
両
を
借
用
し
た

も
の
で
、
寅
年
か
ら
一
〇
ヶ
年
で
返
済
し
た
い
と
示
談
を
し
た
と
こ
ろ
、
承
知
し

て
も
ら
い
安
心
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
無
利
息
で
金
一
〇
両
ず
つ
間
違
い
な
く

備考

大聖寺藩主前田利道六男

生没年
26
4
8
28
25
9
13
7
2
15
7
3
29
9
9
10
17
8
8
22
2
2
2
15

12
6
9
4
7
7
9
9
11
2
4
11
⑪
5
5
9
⑩
11
11
11
2
8
8
7

（1616）
（1637）
（1637）
（1685）
（1685）
（1693）
（1693）
（1695）
（1695）
（1708）
（1708）
（1756）
（1756）
（1782）
（1782）
（1786）
（1786）
（1808）
（1808）
（1839）
（1840）
（1869）
（1869）
（1871）

元和2
寛永14
寛永14
貞享2
貞享2
元禄6
元禄6
元禄8
元禄8
宝永5
宝永5
宝暦6
宝暦6
天明2
天明2
天明6
天明6
文化5
文化5
天保10
天保11
明治2
明治2
明治4

藩主就任・退任日

4
17
28
19
9

7
17
15
18
3
27
24
14
10
26
4
16
22
9
16
18
3

6
6
4
9
7

9
3
2
1
11
9
6
9
9
2
5
1
11
1
8
9
1

（1594）
（1637）
（1625）
（1685）
（1646）
（1693）
（1670）
（1695）
（1689）
（1708）
（1700）
（1756）
（1737）
（1792）
（1764）
（1786）
（1768）
（1828）
（1791）
（1839）
（1825）
（1877）
（1850）
（1896）

文禄3
寛永14
寛永2
貞享2
正保2
元禄6
寛文10
元禄8
元禄2
宝永5
元禄13
宝暦6
元文2
寛政4
明和1
天明6
明和5
文政11
寛政3
天保10
文政8
明治10
嘉永3
明治29

当主
前田利孝
（としたか）
前田利意
（まさもと）
前田利広
（としひろ）
前田利慶
（としよし）
前田利英
（としふさ）
前田利理
（なおただ）
前田利尚
（としひさ）
前田利見

（としあきら）
前田利以
（としもち）
前田利和
（としよし）
前田利豁

（としあきら）
前田利昭
（としあき）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

表4 七日市藩前田家当主一覧

（注）『新訂寛政重修諸家譜』第17巻（続群書類従完成会、1965年）、『藩史大事典』第2巻関東編（雄山閣、1989年）より作成。
丸囲みの月は閏月を示す。
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返
済
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

﹇
史
料
1041
﹈

借
用
金
證
文
之
事

一
金
弐
百㊞

両
也

右
者
／
清
水
御
勘
定
所
御
用
金
其
許
預
之
内
、
檀
那
勝
手
向
就
要
用
書
面
之
金
高

致
借
用
候
處
実
正㊞

也
、
返
済
之
儀
者
来
ル
十
一
月
中
在
所
ゟ
送
金
有
之
候
ニ
付
、

右
以
来
金
壱
ヶ
月
金
百
両
ニ
付
壱
両
壱
歩
ツ
ヽ
之
利
相
添
急
度
可
致
返
済
候
、
万

一
川
支
等
有
之
段
在
所
運
送
金
及
延
引
候
共
、
右
者
御
大
切
之
御
用
金
之
儀
ニ
付
、

何
様
ニ
茂
金
子
致
調
達
、
貴
殿
御
上
納
御
差
支
ニ
不
相
成
様
、
聊
無
相
違
返
辨㊞

可

致
候
、
為
後
証
借
用
證
文
仍
而
如
件

前
田
大
和
守
内

勘
定
役

文
政
七
申
年
八
月

稲
田
掌
之
進
㊞

芝
塚
嶋
右
衛
門
㊞

元
〆斎

藤
寛
助
㊞

樋
口
十
郎
兵
衛
㊞

用
人早

川
伊
兵
衛
㊞

胡
川
与
市
㊞

家
老海

野
三
左
衛
門
㊞

嶋
屋
吉
兵
衛
殿

嶋
屋
覚
兵
衛
殿

史
料
10
は
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
、
前
田
大
和
守
利
和
の
家
臣
が
島
屋

に
宛
て
た
金
子
借
用
証
文
で
あ
る
。
金
二
〇
〇
両
は
、
清
水
御
勘
定
所
御
用
金
で

預
か
っ
て
い
る
分
の
内
、
藩
主
の
財
政
上
の
必
要
に
つ
き
借
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

返
済
は
来
る
十
一
月
中
に
国
元
（
七
日
市
）
よ
り
送
金
し
、
右
以
来
一
ヶ
月
金
一

〇
〇
両
に
つ
き
一
両
一
分
ず
つ
の
利
足
（
利
率
一
・
二
五
％
）
を
添
え
て
必
ず
返

済
す
る
。
万
一
、
川
の
水
量
が
増
し
て
通
行
で
き
な
く
な
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
、

国
元
か
ら
の
運
送
金
が
延
引
し
た
と
し
て
も
、
借
用
し
た
二
〇
〇
両
は
大
切
な
御

用
金
の
た
め
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
金
子
を
調
達
し
、
島
屋
へ
の
御
上
納
に
差
支

え
が
な
い
よ
う
、
間
違
い
な
く
返
済
す
る
と
し
て
い
る
。

﹇
史
料
1142
﹈入

置
申
添
證
文
之
事

一
金
弐
百㊞

両
也

右
者
、
私
領
主
前
田
大
和
守
殿
勝
手
向
仕
送
之
儀
者
、
私
等
引
請㊞

月
割
諸
賄
致
来

候
處
、
此
度
差
懸
入
用
之
儀
被
致
出
来
、
在
所
表
江
罷
納
調
達
差
送
候
、
猶
豫
難

相
成
無
餘
儀
／
清
水
向
御
勘
定
所
御
用
金
其
許
御
預
之
内
時
借
御
頼
申
入
候
處
、

追
々
拝
借
格
別
之
御
示
談
を
以
、
御
承
知
被
下
忝
存
候
、
猶
又
此
節
拝
借
御
頼
申

候
ニ
付
而
者
、
来
亥
三
月
廿
日
限
返㊞

済
可
申
候
、
尤
為
引
当
御
年
貢
米
三
百
石
私

方
穀
蔵
ニ
詰
預
置
候
儀
ニ
付
、
万
一
金
子
急
調
出
来
不
申
時
者
、
右
米
三
百
石
賣

拂
代
金
を
以
、
御
屋
敷
江
不
拘
私
ゟ
朔
月
聊
無
相
違
返
済㊞

可
申
候
／
御
屋
形
江
御

上
納
御
差
支
不
相
成
様
取
計
可
仕
候
、
万
一
其
節
ニ
至
異
乱
申
候
ハ
ヽ
此
證
文
を

以
、
何
様
ニ
茂
可
被
申
上
候
、
為
後
證
／
清
水
向
御
用
金
拝
借
添
證
文
差
入
置
候

本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

二
七



之
處
、
仍
如
件

文
政
九
戌
年
十
二
月

前
田
大
和
守
領
分
用
達

白
石
榮
三
郎
㊞

嶋
屋
吉
兵
衛
殿

嶋
屋
覚
兵
衛
殿

史
料
11
は
、
前
田
家
領
内
用
達
の
白
石
栄
三
郎
が
嶋
屋
に
出
し
た
証
文
で
あ
る
。

金
二
〇
〇
両
に
つ
い
て
、
前
田
家
勝
手
向
の
仕
送
り
は
、
領
内
用
達
が
引
き
受
け

て
お
り
、
月
割
り
で
取
り
計
ら
い
を
し
て
い
た
。
こ
の
度
事
情
が
あ
り
入
用
が
あ

り
、
国
元
へ
参
上
し
納
め
、
調
達
し
た
も
の
を
送
っ
た
が
、
猶
予
し
に
く
く
や
む

を
得
ず
清
水
家
御
勘
定
所
の
御
用
金
へ
預
け
て
い
る
内
の
も
の
を
一
時
的
に
借
用

す
る
こ
と
を
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
追
々
拝
借
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
示
談
を
も

っ
て
承
知
し
て
も
ら
い
、
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
拝
借
を
お

頼
み
申
し
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
来
る
亥
年
三
月
二
〇
日
限
り
で
返
済
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
担
保
と
し
て
年
貢
米
三
〇
〇
石
は
、
穀
蔵
に
詰
め
て
預
け
て

お
り
、
万
一
金
子
を
急
い
で
調
達
で
き
な
い
時
は
、
米
三
〇
〇
石
を
売
り
払
っ
た

代
金
を
も
っ
て
、
屋
敷
と
は
関
係
な
く
、
相
違
な
く
返
済
す
る
と
し
て
い
る
。
前

田
家
屋
敷
へ
の
上
納
に
差
支
え
が
な
い
よ
う
取
り
計
ら
い
、
万
一
そ
の
時
に
不
都

合
が
生
じ
た
時
は
こ
の
証
文
を
如
何
様
に
も
し
て
よ
い
。
後
証
の
た
め
に
清
水
方

の
御
用
金
拝
借
の
添
証
文
を
差
し
入
れ
て
お
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

﹇
史
料
1243
﹈

借
用
申
金
子
之
事

一
金
弐
百
両
也

右
者
／
清
水
向
御
勘
定
所
御
用
金
其
許
御
預
り
之
内
、
檀
那
勝
手
向
差
掛
り
要
用

書
面
之
金
高
致
借
用
候
処
実
正
也
、
返
済
之
儀
者
亥
三
月
廿
日
限
壱
ヶ
月
金
百
両

ニ
付
壱
両
壱
分
宛
之
利
足
添
、
右
金
高
在
所
ゟ
運
金
有
之
候
ニ
付
、
右
来
金
を
以
、

急
度
返
済
可
申
候
、
萬
一
川
支
有
之
在
所
表
ゟ
運
送
金
及
延
着
候
共
、
右
御
大
切

之
御
用
金
之
儀
ニ
付
、
何
様
ニ
茂
金
子
致
調
達
、
貴
殿
御
上
納
御
差
支
ニ
不
相
成

候
様
、
聊
無
相
違
返
済
被
致
候
、
為
後
日
御
金
借
用
證
文
、
依
而
如
件

文
政
九
戌
年
十
二
月

前
田
大
和
守
内

小
林
兵
輔
㊞

小
幡
宗
八
㊞

芝
塚
傳
右
衛
門
㊞

斎
藤
寛
助
㊞

樋
口
十
郎
兵
衛
㊞

森
源
兵
衛
㊞

品
川
伊
兵
衛
㊞

海
野
三
左
衞
門
㊞

嶋
屋
吉
兵
衛
殿

嶋
屋
覺
兵
衛
殿

史
料
12
は
、
前
田
家
家
臣
か
ら
島
屋
へ
宛
て
た
証
文
で
あ
る
。
清
水
家
御
勘
定

所
御
用
金
か
ら
借
用
し
た
金
二
〇
〇
両
は
、
亥
年
（
文
政
一
〇
年
）
三
月
二
〇
日

ま
で
に
一
か
月
に
金
一
〇
〇
両
に
付
き
一
両
一
分
の
利
足
を
添
え
て
返
済
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

二
八

文
書
館
紀
要
第
三
十
三
号
（
二
〇
二
〇
・
三
）



お
わ
り
に

以
上
、
近
世
後
期
を
中
心
に
戸
谷
家
（
島
屋
吉
兵
衛
）
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩

前
田
家
へ
の
大
名
貸
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
稿
の
課
題
に
即
し
て
論
点
整
理
を

し
、
残
さ
れ
た
課
題
を
提
示
し
た
い
。

富
山
藩
は
、
戸
谷
家
か
ら
金
五
万
六
七
〇
〇
両
を
借
用
し
て
い
た
。
戸
谷
家
が

資
金
調
達
し
た
大
名
・
旗
本
の
中
で
は
一
番
多
く
の
金
額
を
貸
し
出
し
て
い
る
。

文
政
期
の
富
山
藩
前
田
家
へ
の
貸
付
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
家
は
数
千
両
の
資
金

調
達
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
前
田
家
は
紀
州
熊
野
三
山
御
用
金
や
積
金
講
な
ど
、

様
々
な
手
段
で
借
用
を
し
て
い
た
。
返
済
に
つ
い
て
は
、
元
利
合
わ
せ
て
金
一
万

八
〇
〇
両
程
度
で
あ
り
、
借
用
額
の
三
割
程
度
で
あ
っ
た
。

七
日
市
藩
は
、
戸
谷
家
か
ら
金
四
〇
〇
両
の
御
用
達
を
受
け
て
い
た
。
富
山
藩

に
比
べ
る
と
貸
出
高
は
少
額
で
あ
る
。
清
水
家
御
勘
定
所
御
用
金
か
ら
の
借
用
が

見
ら
れ
た
。
資
金
調
達
に
つ
い
て
は
、
富
山
藩
と
異
な
る
点
が
確
認
さ
れ
た
。

富
山
藩
・
七
日
市
藩
と
も
に
、
宗
家
加
賀
藩
か
ら
の
資
金
援
助
を
受
け
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
藩
の
資
金
調
達
に
お
け
る
加
賀
藩
の
占
め
る
割
合

な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
戸
谷
家
か
ら
の
加
賀
藩
へ
の
資
金

調
達
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
富
山
藩
・
七
日
市
藩
に
貸
し

出
し
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
周
辺
史
料
も
含
め
て
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。

註⑴

森
泰
博
『
大
名
金
融
史
論
』（
大
原
新
生
社
、
一
九
七
〇
年
）。

⑵

賀
川
隆
行
『
近
世
大
名
金
融
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）。

⑶

高
槻
泰
郎
『
近
世
米
市
場
の
形
成
と
展
開
―
幕
府
司
法
と
堂
島
米
会
所
の
展
開
―
』（
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
幕
藩
領
主
と
大
坂
金
融
市
場
」（『
歴
史
学
研
究
』

第
八
九
八
号
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
近
世
中
後
期
大
坂
金
融
市
場
に
お
け
る
「
館
入
」
商

人
の
機
能
」（『
日
本
史
研
究
』
第
六
一
九
号
、
二
〇
一
四
年
）、
荒
武
賢
一
朗
「
近
世
に
お

け
る
銀
主
と
領
主
」（『
日
本
史
研
究
』
第
六
六
四
号
、
二
〇
一
七
年
）。

⑷

中
川
す
が
ね
『
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）、
小
林
延

人
「
幕
末
維
新
期
の
貨
幣
経
済
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
八
九
八
号
、
二
〇
一
二
年
）、
同
『
明

治
維
新
期
の
貨
幣
経
済
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）、
逸
見
喜
一
郎
・
吉
田
伸
之

編
『
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）。

⑸

髙
山
慶
子
「
江
戸
町
名
主
の
金
融
―
大
伝
馬
町
名
主
馬
込
勘
解
由
を
事
例
と
し
て
」（『
史

学
』
第
七
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
江
戸
町
名
主
の
社
会
的
位
置
」（
志
村
洋
・
吉
田
伸

之
編
『
近
世
の
地
域
と
中
間
権
力
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）、
同
「
宇
都
宮
藩
戸
田

家
と
江
戸
の
金
主
―
豪
商
川
村
伝
左
衛
門
と
名
主
の
馬
込
勘
解
由
―
」（『
近
世
下
野
の
生

業
・
文
化
と
領
主
支
配
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
八
年
）。

⑹

伊
藤
昭
弘
『
藩
財
政
再
考
―
藩
財
政
・
領
外
銀
主
・
地
域
経
済
―
』（
清
文
堂
出
版
、
二

〇
一
四
年
）。

⑺

下
重
清
「
譜
代
小
田
原
藩
の
財
政
を
考
え
る
―
近
世
前
期
を
事
例
に
―
」（『
日
本
史
研

究
』
第
六
六
四
号
、
二
〇
一
七
年
）。

⑻

兼
子
順
「
関
東
に
お
け
る
地
方
商
人
の
江
戸
進
出
―
本
庄
宿
中
屋
戸
谷
半
兵
衛
家
の
経
営

実
態
と
そ
の
展
開
―
」（『
埼
玉
県
史
研
究
』
第
二
七
号
、
一
九
九
二
年
）、
『
戸
谷
家
文
書

目
録
』（
埼
玉
県
立
文
書
館
、
二
〇
一
二
年
）。
な
お
、
「
戸
谷
家
文
書
」（
八
〇
六
五
点
）

は
埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

⑼

『
富
山
県
史
』
通
史
編
Ⅲ
近
世
上
（
富
山
県
、
一
九
八
二
年
）、
『
富
山
県
史
』
通
史
編

Ⅳ
近
世
下
（
富
山
県
、
一
九
八
三
年
）。

⑽

坂
井
誠
一
『
富
山
藩
』（
巧
玄
出
版
、
一
九
七
四
年
）、
同
『
わ
が
町
の
歴
史

富
山
』（
文

一
総
合
出
版
、
一
九
七
九
年
）。

⑾

『
群
馬
県
史
』
通
史
編
4
、
近
世
1
（
群
馬
県
、
一
九
九
〇
年
）。

本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

二
九



⑿

『
富
岡
史
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
三
年
）。

⒀

『
上
野
国
の
大
名
』（
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
八
二
年
）。

⒁

拙
稿
①
「
本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
」（『
文
書
館
紀
要
』
三
〇
号
、

二
〇
一
七
年
）、
拙
稿
②
「
本
庄
宿
戸
谷
家
の
小
城
藩
鍋
島
家
へ
の
大
名
貸
」（『
文
書
館
紀

要
』
三
一
号
、
二
〇
一
八
年
）。

⒂

『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
七
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）
二
八
四
頁
。

⒃

坂
井
誠
一
『
富
山
藩
』（
前
掲
注
10
）、
『
富
山
県
史
』
通
史
編
Ⅲ
近
世
上
（
前
掲
注
9
）。

⒄

大
石
学
編
『
近
世
藩
制
・
藩
校
大
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

⒅

『
富
山
県
史
』
通
史
編
Ⅲ
近
世
上
（
前
掲
注
9
）
四
〇
三
頁
。

⒆

『
富
山
藩
主
、
勢
ぞ
ろ
い
！
―
初
代
利
次
か
ら
13
代
利
同
ま
で
―
』（
富
山
県
公
文
書
館
、

二
〇
一
九
年
）。

⒇

佐
竹
左
京
大
夫
義
厚
は
出
羽
国
久
保
田
藩
主（『
藩
史
大
事
典
』
第
1
巻
北
海
道
・
東
北
編
、

雄
山
閣
、
一
九
八
八
年
）。

21

「
お
ほ
え
（
立
花
左
近
将
監
・
松
平
出
雲
守
・
鍋
嶋
紀
伊
守
御
用
達
金
書
上
）」（
戸
谷
家

文
書
五
五
二
）。

22
「﹇
松
平
出
雲
守
直
書
状
（
勝
手
向
用
立
金
ニ
付
）﹈」（
戸
谷
家
文
書
一
七
一
八
）。

23

『
富
山
県
史
』
通
史
編
Ⅲ
近
世
上
（
前
掲
注
9
）
四
一
六
頁
。

24

『
富
山
藩
主
、
勢
ぞ
ろ
い
！
―
初
代
利
次
か
ら
13
代
利
同
ま
で
ー
』（
前
掲
注
19
）。

25

「
借
用
申
金
子
之
事
（
金
三
〇
両
）」（
戸
谷
家
文
書
一
七
八
一
）。

26

「
借
用
申
金
子
之
事
（
金
五
〇
両
）」（
戸
谷
家
文
書
一
七
八
七
）。

27

「
覚
（
会
釈
米
代
金
操
替
請
取
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文
書
一
七
五
三
）。

28

長
山
直
治
「
木
谷
藤
右
衛
門
家
と
福
井
藩
関
係
文
書
」（『
福
井
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
第

四
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

29

「
覚
（
会
釈
米
代
金
請
取
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文
書
一
七
五
四
）。

30

菅
野
和
太
郎
「
紀
州
家
名
目
金
」（『
経
済
論
叢
』
第
三
四
巻
第
三
号
、
一
九
三
二
年
）。

31

「
入
置
申
一
札
之
事
（
熊
野
三
山
用
途
金
借
用
并
約
定
引
請
印
頼
談
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文

書
一
六
六
四
）。

32

「
指
上
申
一
札
之
事
（
松
平
出
雲
守
入
用
熊
野
三
山
寄
附
金
拝
借
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文
書

一
七
〇
八
）。

33

「
覚
（
講
積
金
借
用
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文
書
一
七
四
六
）。

34

「
覚
（
金
四
万
五
〇
〇
両
冨
山
普
請
ニ
而
出
金
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文
書
一
八
二
四
）。

35

『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
七
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
）
二
九
〇
頁
。

36

野
口
朋
隆
『
江
戸
大
名
の
本
家
と
分
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
六
八
頁
。

37

『
群
馬
県
の
近
代
和
風
建
築
』（
群
馬
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
二
頁
。

38

『
群
馬
県
史
』
通
史
編
4
、
近
世
1
（
群
馬
県
、
一
九
九
〇
年
）
二
九
二
頁
。

39

『
上
野
国
の
大
名
』（
前
掲
注
13
）。

40

「
借
用
金
返
済
規
定
之
事
（
金
一
〇
〇
両
一
〇
年
賦
返
済
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文
書
三
九
三

二
）。

41

「
借
用
金
証
文
之
事
（
金
二
〇
〇
両
）」（
戸
谷
家
文
書
一
六
五
一
）。

42

「
入
置
申
添
証
文
之
事
（
前
田
大
和
守
勝
手
向
仕
送
月
割
諸
賄
差
懸
入
用
ニ
付
）」（
戸
谷

家
文
書
一
六
三
八
）。

43

「
借
用
申
金
子
之
事
（
金
二
〇
〇
両
）」（
戸
谷
家
文
書
一
六
三
九
）。 三

〇

文
書
館
紀
要
第
三
十
三
号
（
二
〇
二
〇
・
三
）



宛先
本庄宿森田市郎左衛
門

戸谷半兵衛

嶋屋吉兵衛外1名

嶋屋吉兵衛外1名

嶋屋吉兵衛外1名

嶋屋半兵衛

富山会所
富山会所
冨山会所

戸谷半兵衛店支配人

戸谷半次郎

戸谷半次郎

紀州貸附方役所

富山会所

群馬県役所

群馬県役所

富山会所
富山会所

冨山会所

富山会所

差出

前田大和守内斎藤杢之進外2名

松出雲利保

前田大和守内家老海野三左衛門
外6名

前田大和守内小林兵輔外7名

前田大和守内小林兵輔外7名

松平出雲守内岸九郎左衛門外1
名
嶋屋半兵衛
嶋屋半兵衛
嶋屋半兵衛

松平出雲守内松田次郎兵衛外2
名
松平出雲守内荒山浅之助

松平出雲守内山田内蔵助外1名

室町壱丁目島屋半兵衛

嶋屋半兵衛

戸谷

大熊善太郎手代坂本柳左衛門外
1名

戸谷

戸谷半兵衛

支配所本庄宿百姓戸谷半兵衛外
1名

嶋屋半兵衛
嶋屋半兵衛

嶋屋半兵衛

嶋屋半兵衛

表題
借用金返済規定之事（金100両10年賦
返済ニ付）
［松平出雲守直書状（勝手向用立金
ニ付）］

借用金証文之事（金200両）

入置申添証文之事（前田大和守勝手
向仕送月割諸賄差懸入用ニ付）
借用申金子之事（金200両）
［立花右近将監・松平出雲守・鍋島
紀伊守・水野越前守・松平和泉守格
御用立金明細］（～嘉永2年）
冨山様御普請向其外規定并諸証文写
（～同9年閏4月）
入置申一札之事（熊野三山用途金借
用并約定引請印頼談ニ付）
覚（下ヶ金請取ニ付）
覚（会釈米代金操替請取ニ付）
［約定利息金請取覚綴］（下書）
冨山屋敷取扱書付留

覚（講積金借用ニ付）

借用申金子之事（金30両）

借用申金子之事（金50両）

指上申一札之事（松平出雲守入用熊
野三山寄附金拝借ニ付）
覚（会釈米代金請取ニ付）
おほえ（立花左近将監・松平出雲守・
鍋嶋紀伊守御用達金書上）
証文写（松平出雲守・立花左近将監・
鍋島紀伊守借用証文写）
御用金上納帳（松平出雲守・鍋島伊
賀守・立花左近将監御用金遅納高）
松平出雲守様・立花左近将監様・鍋
島紀伊守様・水野越前守様・松平和
泉守様御用立金仕訳書上扣
松平出雲守様・立花左近将監様・鍋
島紀伊守様・水野越前守様・松平和
泉守様御用立金証書書上控
松平出雲守様・立花右近将監様・鍋
島紀伊守様・水野越前守様・松平和
泉守様御用立金仕訳書上扣
［松平出雲守用立金取調書上］
［松平出雲守用立金取調書上］
［松平出雲守用立金取調書上］
［利金等金子請取覚綴］
［金子請取覚綴］
御請書之事（御用金差支見代り金店
方調達仕差上度ニ付）（下書）
御請書之事（御用金差支代リ金店方
調達仕差上度ニ付）
［本陣御休松平出雲守より被下袴地
弐反目録］

日

27

―

―

―

―

26
28
―

―

―

4

―

―

―

18

―

18

―
―
―
27
―

13

13

11

月

11

9

8

12

12

―

5

9

12
12
12
12

12

11

12

正

3

―

⑤

―

12

12

12

12
12
12
7
12

7

7

4

年代

文政元

［文政］6

文政7

文政9

文政9

文政11

天保5

天保10

天保10
天保12
天保13
天保13

天保13

天保13

天保13

天保14

天保15

弘化3

弘化3

［安政］

明治4

明治4

未［明治4］

［明治4］
［明治4］
［明治4］
丑
丑

寅

寅

卯

史料番号

3932

1718

1651

1638

1639

129

382

1664

1745
1753
1702
1707

1746

1781

1787

1708

1754

552

842

144

132

575

582

503‐3
503‐4
503‐5
1767
1775

1704

1752

212

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26
27
28

29

30

31

表5 戸谷家文書目録（富山藩・七日市藩前田家関係）

本
庄
宿
戸
谷
家
の
富
山
藩
・
七
日
市
藩
前
田
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

三
一



宛先

熊野三山貸附役所

冨山用所

群馬県役所

和平外1名

富山会所
富山会所

戸谷半兵衛

義三郎外1名

嶋屋文七

戸谷半兵衛

冨山会所役人中

差出

室町壱丁目家持嶋屋半兵衛

戸谷半兵衛外2名

支配所本庄宿百姓戸谷半兵衛外
1名

本庄宿戸谷半兵衛

弥右衛門

嶋屋半兵衛
嶋屋半兵衛

石黒悛馬外1名

半兵衛

松平出雲守内高橋岡右衛門

松平出雲守内松田次郎兵衛外1
名

嶋屋半兵衛

表題
乍恐以書付奉願上候（熊野三山寄附
金拝借并松平出雲守勝手向差支証文
書替ニ付）（下書）
上（松平出雲守御用金勘定取調書）
乍恐以書付御願奉申上候（出店ほか
類焼ニ付年延願ニ付）
水野越前守様・鳥居寿三郎様・板倉
伊予守様・前田大和守様御用金証書
写書上扣
御用金上納仕訳書上帳控（松平出雲
守・福島紀伊守・立花左近将監御用
達金ニ付）
覚（金4万500両冨山普請ニ而出金ニ
付）
覚（金300両請取ニ付）
覚（金1000両請取ニ付）
［富山浅野五郎左衛門交代寺西左膳
今十四日出立外ニ付書状］
［冨山表より会釈米代金被仰下承知
ニ付書状］
［富山屋敷之義外ニ付書状］
［熊野山貸附役所拝借金再借致度ニ
付書状］
歎願書写（松平出雲守・立花左近将
監・福嶋加賀守御用金一件吟味ニ
付）
飯原様冨山様江御口入差引
三屋敷江御用立金取調書上下書（立
花左近将監・松平出雲守・鍋島紀伊
守）

借用申金子之事（下書）

［松平出雲守用立金覚］
口上書（松平出雲守等預リ金相滞ニ
付）
［付札］（松平出雲守内西村久右衛
門）
［袋］（当用冨山氏関係証文入れ）
乍恐書付以奉願上候（馬場町問屋家
作等質地ニ付）

日

―

12

―

18

―

23

20
19

15

5

5

19

―

―

―

―

―

―

―

―

―

月

6

12

3

12

6

7

8
10

正

9

9

10

―

―

―

―

―

―

―

―

―

年代

辰

巳

午

未

申

亥

亥
亥

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

史料番号

1701

975

3345

581

194

1824

1771
1772

6578

1826

6967

1758

160

314

574

794

802

991

1791

1792

2930‐1

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

（注）丸囲みの月は閏月を示す。
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「［松平出雲守直書状（勝手向用立金ニ付）］」（史料1 戸谷家文書№1718）

「覚（金300両請取ニ付）」（戸谷家文書№1771）

「覚（会釈米代金操替請取ニ付）」（史料3 戸谷家文書№1753）
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「借用金返済規定之事（金100両10年賦返済ニ付）」（史料9 戸谷家文書№3932）

「借用申金子之事（金200両）」（史料12 戸谷家文書№1639）
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